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税 務 ア ン テ ナ
税理士の独り言

□給与所得者は、事業主のように必要経費
自分中心の考えにとらわれて、それから を所得から控除することができない代わり

離れられなくなると、ものごとがありのま に、給与の額に応じて給与所得控除がされ
まに見えなくなります。 ています。しかし、給与所得控除額の 2 分

事業でも、自分が正しいと思うと自己満 の 1 を超えて特定支出を支払った場合には、
足に陥り、顧客の真の要求が見えなくなり その超えた部分を給与所得控除後の所得金
ます。樋口廣太郎はアサヒビール再建のた 額から差し引くことができます。
めに、人の話を聞くという姿勢を貫きまし この特定支出には、通勤のための支出、
た。ライバル会社に自社の悪いところを聞 転勤や転居のための支出、職務に直接必要
き、古いビールを社員に飲ませ、いかにま な研修費や資格取得費、単身赴任などの帰
ずいビールを販売しているかを気付かせま 宅旅費、職務に関連する書籍を購入する図
した。お互いが正しいと思うと対立だけに 書費、制服等を購入する衣服費、職務上関
なります。プライド、過信、慢心が事実に 係のある者を接待する交際費等があります。
フィルターをかけてしまいます。 これらの特定支出は、給与の支払者の証

明書と特定支出に関する明細書を添付して
私 の 書 棚 よ り 確定申告する必要があります。

○賢者は群れない。たしかに、徒党を □相続財産のうち土地の評価額は、相続人
組めば力は増す。しかし、党派に身を の自宅の土地を同居していた家族が相続す
委ねると、個人の力は次第に衰退して ると 330 ㎡まで 80 ％減額されます。
いく。 また、別居家族が相続する場合であって
○私たちのなすべき義務は何か。その も、相続前の 3 年間、本人あるいはその配
日その日の要求である。その日その日 偶者の持ち家に住んでいなければ、この特
の価値より、より高い価値はない。 例を受けることができます。

さらに、自宅の土地が、開発行為の対象
○問題の選び方に、その人がどういう となる 1,000 ㎡以上で、道路や公園等の施設
人物であるか、どういう精神の持ち主 負担が必要な広大地に該当する場合には、
であるかがあらわれるものだ。 地積全体が広大地補正率で評価減されます

ので、どちらか有利な方を選択できます。
「ゲーテに学ぶ賢者の知恵」

適菜収編著 ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ・ﾌﾟﾚｽ 税務に関するご質問をお受けしております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

１０ 月 の 税 務 ス ケ ジ ュ ー ル

10 日 ○ 9 月分の源泉所得税の納付 31 日 ○ 10 月決算法人の消費税各種
選択届出書提出

31 日 ○ 8 月決算法人の確定申告
○ 30 年 2 月決算法人の中間申
告（予定申告）
○ 11 月､ 30 年 2 月､ 5 月決算法
人の消費税中間申告

今月の贈る言葉『目的を見つけよ。手段は後からついてくる』by ガンジー


